
平成２９年留萌市教育委員会第１１回定例会会議録 

 

 

１ 開 会 日 時   平成２９年１１月１６日（木）午後１時から 

 

２ 開 催 場 所   留萌市役所 ３・４号会議室 

 

３ 出 席 者   教   育   長   早 川   隆 

              委       員   高 田   潔 

委       員   西 川 知 恵 

委       員   松 村 香 里 

               

４ 欠   席   者   委       員   野 島   操 

 

５ 出 席 事 務 局 職 員   教 育 部 長   斉 藤 一 司 

              学 校 教 育 課 長   柏 原 俊 博 

生 涯 学 習 課 長   小 林 慶 一 

学校給食センター長   平 井 健 治 

    幼児療育通園センター長      松 下 高 広 

学校教育専門指導員   山 本   浩 

              学校教育課庶務係長   真 鍋   磨 

 

 

６ 傍   聴   者   なし 

 

７ 教育長の報告の要旨   別紙のとおり 

 

８ 議 事 日 程   別紙のとおり 

 

９ 議題及び議事の大要   別紙のとおり 



 

月　・　日 時　　間 場　　　　　所

10月20日(金） 9:00 教育長室

9:40 市長室

10:00 3・4号会議室

12:55 港南中学校 第４６回留萌地方算数数学教育研究大会留萌大会

10月23日(月） 13:30 留萌小学校 留萌小学校長谷川校長訪問

10月25日(水） 14:00 苫前町公民館

10月26日（木） 13:00 旧沖見小学校

10月27日(金） 17:30 札幌市 札幌留萌の会

10月29日（日） 10:10 港北小学校

10月30日（月） 10:00 教育長室

16:00 市立留萌図書館 平成２９年度第６３回留萌市読書感想文コンクール表彰式

11月1日（水） 13:30 留萌高等学校 青少年健全育成事業のための講演会

11月2日（木） 11:30 教育長室 留萌開発建設部治水課来庁

14:30 港南中学校 平成２９年度第３７回留萌管内英語教育研究大会

18:00 旭川市 旭川留萌の会

11月3日（金） 18:00 留萌市中央公民館 第４２回文化交流集会

11月5日（日） 9:00 留萌市中央公民館 第２９回留萌市子どもまつり

11月6日（月） 10:00 議会議場 平成２９年留萌市議会第３回臨時会

11月7日（火） 10:40 留萌合同庁舎 第２回留萌管内公立小中学校人事推進会議

11月8日（水） 18:30 第2委員会室 留萌市立通学区域審議会（北光中）

11月9日（木） 9:30 3・4号会議室 平成２９年度第6回留萌市校長会義

10:30 3・4号会議室 第４回校長会との政策調整会議

11月11日（土） 9:00 第2委員会室

11月12日（日） 13:30 「市制施行７０年・開港８０年」周年記念事業　
留萌ゆめ・みらいコンサート

11月13日（月） 9:30 留萌中学校 平成３０年度教職員人事異動に伴う課題協議及び個人面接

11:20 市長公室 佐賀番屋佐賀社長来庁

13:00 港北小学校 平成３０年度教職員人事異動に伴う課題協議及び個人面接

14:20 港南中学校 平成３０年度教職員人事異動に伴う課題協議及び個人面接

15:30 潮静小学校 平成３０年度教職員人事異動に伴う課題協議及び個人面接

11月14日（火） 9:30 東光小学校 平成３０年度教職員人事異動に伴う課題協議及び個人面接

13:00 留萌小学校 平成３０年度教職員人事異動に伴う課題協議及び個人面接

14:45 留萌市中央公民館 留萌地方特別支援教育研究大会留萌大会

11月15日（水） 9:30 北光中学校 平成３０年度教職員人事異動に伴う課題協議及び個人面接

13:00 緑丘小学校 平成３０年度教職員人事異動に伴う課題協議及び個人面接

平成２９年留萌市教育委員会第１１回定例会　教育長業務報告

（　自　平成２９年１０月２０日　～　至　平成２９年１１月１５日　）

業　　　　　　　　　　務　　　　　　　　　　名

自衛隊旭川地方協力本部留萌地域事務木村所長来庁

留萌市教育委員会委員任命式

旧沖見小学校解体現場視察

平成２９年留萌市教育委員会第１０回定例会

「これからの高校づくりの関する指針」(素案）に係る意見を聞く会

平成２９年度港北もちつき集会

フォークダンスサークル「輪」来庁

留萌市文化センター

市職員採用試験（３次試験）



平成２９年留萌市教育委員会第１１回定例会 議事日程 

 

日 程 事 件 番 号 事     件     名 結果 

１ 報告第 ２ 号 留萌市立学校通学区域審議会の答申について 了 

２ 議案第３２号 平成２９年度教育費補正予算について 
原案 

可決 

３ 議案第３３号 
留萌市文化センター等の指定管理者の指定につ

いて 

原案 

可決 

４ 議案第３４号 市立留萌図書館の指定管理者の指定について 
原案 

可決 

５ 議案第３５号 
留萌市立小中学校設置条例の一部を改正する条

例制定について 

原案 

可決 

６ 議案第３６号 
留萌市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す

る教育委員会訓令制定について 

原案 

可決 

７ 議案第３７号 
平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等

調査の結果の公表に係る同意について 

原案 

可決 

８ 協議第２０号 入学準備金の入学前支給について 了 

    

    

    

    

    

    

 



 

発言者 発言内容 

早川教育長 ただ今から、「平成２９年留萌市教育委員会第１１回定例

会」を開催いたします。 

本日は、野島委員が欠席となっております。 

本日の議事署名委員は「高田委員」にお願いしたいと思い

ます。 

はじめに、教育長の業務報告になりますが、お手元に配布

しております資料に基づきまして、報告いたします。 

～ 業務報告 ～ 

只今の報告に対しまして、質疑等はございませんか。 

それでは、議案審議に入ります。 

日程１、報告第２号「留萌市立学校通学区域審議会の答申

について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

柏原学校教育課長 日程１、報告第２号、留萌市立学校通学区域審議会の答申

につきまして、その答申内容等をご報告申し上げます。 

１０月２０日に開催した教育委員会第１０回定例会にお

いて、留萌市立学校通学区域審議会への通学区域の諮問につ

きましてご審議をいただきましたが、その諮問に対し、去る

１１月８日に同審議会を開催し、ご審議をいただき、留萌市

立学校通学区域審議会条例第２条に基づき、１１月８日付に

て「通学区域の変更については、生徒の適切な教育環境を考

えると妥当と判断いたします。」とする答申をいただいてお

ります。 

以上、報告第２号 留萌市立学校通学区域審議会の答申に

ついての報告とさせていただきます。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

発言がなければ、報告第２号は、これに基づきまして進め

させていただきたいと思います。 

続きまして、日程２、議案第３２号「平成２９年度教育費

補正予算について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

小林生涯学習課長 それでは、日程２、議案第３２号「平成 29年度教育費補

正予算」につきまして、ご説明をさせていただきます。 

はじめに「歳出」について説明させていただきます。 

社会教育費の中央公民館等費ですが、補正前の額８,３１

９万 4千円に中央公民館等整備事業として、３５４万１千円

を増額し、８,６７３万円５千円とするものでございます。

この補正の内容につきましては、次のページに詳細を掲載し

てございます。まず、事業の内容でございますが、中央公民



館につきましては、供用開始後４０年以上が経過した施設で

ございますが、小ホールにおける舞台吊物装置については、

未改修の状況となっているところでございます。平成２９年

７月に実施しました、森平舞台機構株式会社による舞台装置

に係る定期保守点検において、現状では正常な運転を確認で

きるが、経年劣化から設備の故障や落下事故の懸念について

指摘を受けたことから、当面の安全策として一部バトンの固

定作業を実施したところでございますが、利用者の安全・安

心な施設環境を整備するため、一部バトンの昇降に要する引

綱ロープ等の修繕に併せまして、袖幕等への落下防止器具の

取り付けを行うとともに、老朽化の進んでいる横看板につい

ても、安全・安心な社会教育施設の環境を確保するために修

繕を実施したく、補正するものでございます。概要としまし

ては、舞台吊物装置用ワイヤーロープ他の更新、引割緞帳、

袖幕等への落下防止器具の取付け、横看板の撤去及び更新

で、補正の内訳につきましては、資料のとおりでございます。

補正後の中央公民館等整備事業費の内訳につきましては、当

初予算でございます 1,４４９万９千円に、需用費３５４万１

千円を増額し、総額 1,８０４万円とするものでございます。 

次に一般会計補正予算の債務負担行為の設定についてで、

３件説明させていただきます。次頁の資料をご覧いただきま

して、まず、指定管理者の選定についてでございます。留萌

市文化センター、留萌市中央公民館及び留萌市体育施設並び

に市立留萌図書館につきましては、平成３０年度から新たに

３年間の指定管理者を、留萌市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例に基づきまして、１１月１０日に開

催された留萌市指定管理者選定委員会において、当該施設の

管理について、書面及びヒアリング等により審議を行いまし

た結果、各施設のモニタリング評価において、評価は良好で

あり、資料の（２）の①、②の理由により公募によらないこ

ととし、ＮＰＯ法人留萌体育協会より提出された指定申込書

により審議が行われた結果、同法人が指定管理者の予定者と

して選定され、指定期間が平成３０年度から平成３２年度ま

での３ヶ年にわたることから債務負担行為を設定するもの

でございます。ちなみに、期間につきましては、平成２９年

度から３２年度までの標記となっておりますが、これは２９

年度を設定年次として加えているためであり、予算としては

平成３０年度からとなっておりまして、留萌市文化センター

等を中央公民館等指定管理委託料として年６,５９９万４千

円の３ヵ年で１億９,７９８万２千円、市立留萌図書館指定

管理委託料に年３,０１８万１千円の３ヶ年で９,０５４万

３千円とするものでございます。 

次に２の文化センター舞台吊物装置改修工事についてで



ございますが、文化センターにつきましては、供用開始後４

０年以上が経過しており、大ホールにおける舞台吊物装置に

ついては、平成１２年に実施しました全面改修から１７年が

経過しているところでございます。平成２９年７月に実施し

た森平舞台機構株式会社による定期保守点検において、現状

では正常な運転を確認できるが、社内規定の１５年を経過し

ているとのことから、要更新との判定を受けたことに伴いま

して、利用者の安全・安心な施設環境を整備するため、ワイ

ヤロープ等の更新を行うものでございます。この改修工事に

つきましては、現在の舞台装置の保守点検業者より、資材調

達等に係る諸準備に３ヶ月間、工事期間として１ヶ月間程度

とのことであり、想定される最短の契約日が１月中となるこ

とから、平成２９年度、平成３０年度の２ヶ年に渡るため「債

務負担行為の設定」をするもので、限度額を２,１５４万５

千円とするものでございまして、この財源につきましては、

平成３０年度において、全額、公共施設整備基金繰入金にて

充用するものでございます。なお、今後の作業スケジュール

でございますが、今回議案事項として、ご承認いただきまし

た後、１１月２２日に開催予定の第２常任委員会へ補正予算

について、議案事項としての提出を想定しているところでご

ざいます。 

以上、議案第３２号のご説明とさせていただきますので、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

高田委員 異議ありません 

早川教育長 他に発言がなければ、議案第３２号は、これに基づきまし

て進めさせていただきたいと思います。 

続きまして、日程３、議案第３３号「留萌市文化センター

等の指定管理者の指定について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

小林生涯学習課長 それでは、日程３、議案第３３号「留萌市文化センター等

の指定管理者の指定について」ご説明をさせていただきま

す。 

説明に入ります前に、資料の訂正をお願いいたします。指

定期間の表記につきまして、５段とも「平成３０年４月 1日

から平成３３年３月３１までとなっておりますのを、平成３

３年３月３１日まで」にご訂正をお願いいたします。申し訳

ございません。 

それではご説明申し上げます。指定管理者につきまして

は、只今ご審議いただきました、議案第３２号、平成２９年

度教育費補正予算の債務負担行為の設定において、ご説明さ



せていただきましたとおり、特定非営利活動法人留萌体育協

会を、留萌市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例第６条第１項第５号及び第６号に基づきまして、留萌

市文化センター、留萌市中央公民館、留萌市スポーツセンタ

ー、留萌市勤労者体育センター、留萌市弓道場の指定管理者

として３年間指定するにあたり地方自治法第２４４条の２

第６項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものでご

ざいます。 

以上、日程３、議案第３３号のご説明とさせていただきま

すので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

高田委員 異議ありません。 

早川教育長 他に発言がなければ、議案第３３号については、そのよう

に決定をさせていただきます。 

続きまして、日程４、議案第３４号「市立留萌図書館の指

定管理者の指定について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

小林生涯学習課長 それでは、日程４、議案第３４号「市立留萌図書館の指定

管理者の指定について」ご説明をさせていただきます。 

説明に入ります前に、資料の訂正をお願いいたします。指

定期間の表記につきまして、「平成３０年４月１日から平成

３３年３月３１までとなっておりますのを、平成３３年３月

３１日まで」にご訂正をお願いいたします。申し訳ございま

せん。 

それではご説明申し上げます。市立留萌図書館につきまし

ても、只今ご審議いただきました留萌市文化センター等の指

定管理者の指定と同様に、特定非営利活動法人留萌体育協会

について、留萌市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例第６条第１項第５号及び第６号に基づき、指定管

理者として３年間指定するにあたり地方自治法第２４４条

の２第６項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするもの

でございます。 

以上、日程４、議案第３４号のご説明とさせていただきま

すので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

発言がなければ、議案第３４号については、そのように決

定をさせていただきます。 

続きまして、日程５、議案第３５号「留萌市立小中学校設

置条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたし

ます。 



事務局からの説明を求めます。 

柏原学校教育課長 日程５、第３５号、留萌市立小中学校設置条例の一部を改

正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げ

ます。 

本案件につきましては、平成３０年３月３１日をもって留

萌市立北光中学校を閉校するため、この条例の一部を改正し

ようとするものであります。資料の１ページをご覧くださ

い。改正内容といたしましては、資料右側、旧の欄にありま

す「別表（第２条関係）中学校」の下段にあります留萌市立

北光中学校の名称及び留萌市春日町１丁目１番地の位置を

削除しようとするものであり、その施行日を平成３０年４月

１日とするものでございます。 

以上、議案第３５号の説明とさせていただきますので、よ

ろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

発言がなければ、議案第３５号については、そのように決

定をさせていただきます。 

続きまして、日程６、議案第３６号「留萌市教育委員会事

務決裁規程の一部を改正する教育委員会訓令制定について」

を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

柏原学校教育課長 日程６、議案第３６号、留萌市教育委員会事務決裁規定の

一部を改正する教育委員会訓令制定につきまして、提案理由

をご説明申し上げます。 

本案件につきましては、平成３０年度から市内私立幼稚園

が子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費対象施設へ移

行することに伴い、子育て支援課の個別決裁事案を整備する

ため、この訓令の一部を改正しようとするものであります。

その改正内容につきまして、資料１ページの新旧対照表をご

覧ください。資料右側の旧の表中、事案の欄の⑶「保育の必

要性の支給認定に関すること」を⑷「子どものための教育・

保育給付の支給認定及び支給に関すること」に改めるととも

に、⑷から(16)を一つずつ繰り下げ、⑸から(17)と改め、ま

た、資料左側の新の表中、⑶「特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業者の確認等又は廃止若しくは休止の承認に

関すること」を加えるものであります。 

以上、議案第３６号の説明とさせていただきますので、よ

ろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

発言がなければ、議案第３６号については、そのように決



定をさせていただきます。 

続きまして、日程７、議案第３７号「平成２９年度全国体

力・運動能力、運動習慣等調査の結果の公表に係る同意につ

いて」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

柏原学校教育課長 日程７、議案第３７号、平成２９年度全国体力・運動能力、

運動習慣等調査の結果の公表に係る同意につきまして、提案

理由をご説明申し上げます。 

８月に開催されました教育委員会第８回定例会におきま

して、全国学力、学習状況調査結果に関して北海道教育委員

会が公表を行うことに対して、留萌市教育委員会として同意

することをご承認いただいたころでありますが、全国体力・

運動能力、運動習慣等調査につきましても同様に、道教委よ

り北海道版結果報告書に留萌市の結果を公表することの同

意について照会があり、１月１１日までに回答することとな

っております． 

調査結果公表に関する取り扱いにつきましては、別添 1の

実施要領４ページ中段の（５）のア（ア）②に基づき、道教

委は同意を得た市町村について別添３の基本フォーマット

のようにまとめて、２月を目途に北海道版結果報告書として

公表することを予定しておりますので、北海道版結果報告書

に留萌市の結果を掲載することに対する同意について教育

委員会にお諮りし、決定したものを報告するものでありま

す。また、掲載することに同意する場合におきましては、基

本フォーマットに掲載するデータなど、詳細について道教委

と協議する部分が残っておりますので、この部分については

事務局において決定してまいりたいと考えております。 

以上、議案第３７号の説明とさせていただきますので、よ

ろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

発言がなければ、議案第３７号については、そのように決

定をさせていただきます。 

続きまして、日程８、協議第２０号「入学準備金の入学前

支給について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

柏原学校教育課長 日程８、協議第２０号、入学準備金の入学前支給につきま

して、ご説明いたします。 

８月に開催されました教育委員会第８回定例会におきま

して、入学準備金の入学前支給の検討状況をご報告しており

ましたが、今般、支給手続き等を整理いたしました。 

支給対象者は、新年度に小学校１年生になる就学予定者及



び中学１年生になる児童の保護者で、平成３０年度の入学準

備金支給対象者の見込みは６１名、概算の支給総額は２７０

万８，０００円を見込んでおり、現行の予算内で対応できる

ものと判断しております。具体的な手続き案ですが、資料の

４番をご覧ください。収入の認定につきましては、平成２９

年の収入が確認できる源泉徴収票若しくは確定申告書の写

しなどを添付して申請いたします。申請書の提出先は、小学

校入学予定者が教育委員会に提出、中学校入学予定者は、現

在通学している小学校に提出していただき、認定された場合

には、本人が指定する口座に振り込みをいたします。 

入学前に転出が予定されている場合は申請を控えていた

だくよう周知し、また、入学準備金は支給されたが転出によ

り留萌市の小中学校に入学しなかった場合は、全額の返還を

していただき、改めて転出先の市町村での手続きとなりま

す。５番が具体的なスケジュールになります。１２月に要綱

の改正を行い、１月下旬に市・広報誌のお知らせ欄での周知

とともに、別紙のお知らせ文書を、小学校就学予定者には入

学指定通知に同封し、中学校入学予定者には現在通学してい

る小学校を通じて配布いたします。２月１５日から申請の受

付を開始し、２月２８日までの申請分は３月上旬に決定通知

を送付して、３月２６日に本人の指定口座に振り込みをいた

します。なお、２月２８日以降の申請につきましても、３月

申請分は４月下旬、４月申請分は５月下旬に支給してまいり

ます。 

以上、協議第２０号の説明とさせていただきますので、ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

早川教育長 発言がなければ、協議第２０号については、その方向で進

めさせていただきます。 

～ 各課からの報告 ～ 

以上をもちまして、平成２９年留萌市教育委員会第１１回

定例会を閉会いたします。 

終了 午後２時２０分 

 

教 育 長    

 

署名委員    


